
―　１　―

【申請者について】

・支給判定フローで「A 家計急変」に該当する方・・・

児童を養育している方のうち、主たる生計維持者（基本的に所得の高い方）を申請者としてください。

・支給判定フローで「B 非課税」に該当する方・・・

児童を養育している方のうち、児童手当等の受給者を申請者としてください。

児童手当等を受給していない世帯の場合は、主たる生計維持者（基本的に所得の高い方）を申請者としてください。

現住所と令和５年１月１

日時点の住所が異なる方

は、１月１日時点の住所

を記入してください。

現住所と令和５年３月３１

日時点の住所が異なる方

は、３月３１日時点の住所

を記入してください。

記入例

「配偶者等」がいる方は、

配偶者等の氏名、別居の

場合は住所を記入してく

ださい。

「配偶者等」とは、児童を

養育する配偶者、未成年

後見人、父母指定者等を

いいます。

（参考資料１）

支給要件について、申請

者が該当する項目に『✔』

を記入してください。

（１）、（２）のそれぞれに１

つも該当しない方は支給

要件を満たしておりませ

んので、支給対象外とな

ります。



―　２　―

今回給付金を申請する

児童について、申請時点

の状況を記入してくださ

い。

既に「申請不要で支給」

などにより給付金を受け

ている場合、また、市町

村から給付金の申込書

を受け取り、支給を待っ

ている場合、対象となっ

た児童の氏名を記入し

てください。

（注）表Ｂに記入された

児童は、今回の給付金

の対象とはなりません。

今回の給付金の対象児

童数は、「表Ａ」に記入し

た児童の人数を記入し

てください。

申請額・請求額は、

「対象児童数×５万円」

で計算してください。



―　３　―

誓約・同意事項をよ

くご確認ください。

この欄は公務員の

方のみ使用します。

公務員以外の方は

記入不要です。

公務員の方は、申請

書に必要事項を記

入の上、所属庁に提

出し、証明記載を受

けてください。

申請に必要な提出

書類を確認し、漏れ

がないよう提出してく

ださい。

詳細は次ページの

「必要書類確認表」

を参照してください。

金融機関の口座情

報を記入した上で、

振込先金融機関口

座確認書類（通帳の

写し等）を提出してく

ださい。

※口座確認書類は、

金融機関名、口座番

号、口座名義人 （カ

ナ・漢字 ）を確認で

きる書類であること



下表の申請の区分ごとに「要」とされている書類をご提出ください。

上記に加え、支給対象児童との関係が同居の父母以外の方は、下記の書類を提出してください。

※簡易な収入見込額の申立書にて、収入見込額が非課税相当限度額を超過する場合に限り、簡易な
所得見込額の申立書を提出してください。

必要書類確認表

例必要書類

B 非課税世帯A 家計急変

令和５年1月1日
時点事業主

等
給与所
得者等 千葉市外

在住
千葉市
在住

ー
子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外分）申請書（請求書）

要要要要

運転免許証、健康保険証、マイ

ナンバーカード（表面）、年金手
帳、介護保険証、パスポートの写し

等

申請・請求者本人確認書類の写し
（申請・請求者の氏名、住所、生年月日が
すべて入っている書類）

要要要要

通帳やキャッシュカードの写し
等

受取口座を確認できる書類の写し
（受取口座の金融機関名・口座番号・口座名
義人を確認できるもの）

要要要要

ー
簡易な収入見込額の申立書
又は 簡易な所得見込額の申立書※要要

給与明細書、年金振込通知書
収入額（手取り、税引後ではありません）が確
認できる書類

要

帳簿等
事業収入、不動産収入にかかる経費の金額が
確認できる書類

要

パスポートなど
（海外に住んでいた方のみ）
令和5年1月1日時点で海外に住んでいたこと
が確認できる書類

要

例必要書類対象

対象児童世帯の住民票等
別居する児童が属する世帯の世帯主の氏名、児童
からみた世帯主の続柄が確認できる資料

別居する児童を監護している
父母

未成年後見人である旨の申
立書

対象児童の実親の状況（氏名、存否、住所）が確認
できる資料（様式自由）

未成年後見人

対象児童の戸籍抄本等未成年後見人であることの確認できる資料

養育者である旨の申立書、
対象児童の戸籍抄本等

対象児童の実親の状況（氏名、存否、住所）が確認
できる資料（様式自由）

父母、未成年後見人以外の
その他養育者

里親委託決定通知書、措置費
の振込が確認できる通帳の写
しなど

対象児童が委託されていることを確認できる書類里親


